






















【コーポレート・ガバナンス体制図】



株主・投資家・資本市場 

財務管理部 

情報開示委員会 

【最高責任者】代表取締役社長（委員長） 

【担当役員】経営管理本部担当取締役 

【委員】経営管理本部長及び経営管理副本部長、経営企画部長、財務

部長、経理部長、財務管理部長またはその各々が指名した者 

【事務局】財務管理部 

その他、担当役員が案件毎にオブザーバーを適宜指名 

取締役会 監査役会 

内部監査室 

財務管理部による開示要否の仮判定（経営企画部・財務部・経理部と協力） 

各担当部署・子会社における決定事実・発生事実・決算情報 

※発生事実の開示の場合で、取

締役会の開催が不可の場合 

【適時開示体制図】



1.
「当社グループ」とは、当社並びに当社の子会社及び関連会社をいう。

2.
(1)
(2)

「大株主」とは、議決権の10％以上を保有する株主をいう。

3.

4.
(1)

(2)

5.

6.

7.

8.

以上

上記1から6までのいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族でないこ
と。

現在又は過去5年間において、当社グループとの間で、役員が相互に就任している関係にあ
る者の業務執行者等であったことがないこと。

当社グループから、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として、
年間1,000万円以上の報酬を得ている者（その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体
等に所属する者）であったことがないこと。
当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員であったことがないこと。

その他、職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせ得る事項又は判断に影響を及ぼすお
それのある利害関係がある者でないこと。

現在又は過去5年間において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者
（その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等に所属する者）であったことがないこと。

（注3）

現在又は過去5年間において、

現在又は過去5年間において、

「主要取引先」とは、当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高の2％以上に
相当する額の取引がある取引先をいう。

（注4）

当社グループが大株主（注3）である会社の業務執行者等であったことがないこと。

現在又は過去5年間において、当社グループの主要取引先（注4）又はその業務執行者等で
あったことがないこと。

【CGコード 原則4-9】

社外役員の独立性判断基準

社外役員（社外取締役及び社外監査役）が次の基準を満たす場合、その者は独立性を有し、一般
株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断する。

現在又は過去において、当社グループ（注1）の業務執行者等（注2）であったことがないこと。

当社の大株主（注3）又はその業務執行者等であったことがないこと。

「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、
執行役、会計参与その他これらに類する役職者又は使用人をいう。

（注1）
（注2）

【別紙】



【CG コード 原則 5-1】 

 

 

株主との建設的な対話に関する方針 

 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していくにあたり、創出すべ

きあらゆるステークホルダー（以下「株主等」という。）の価値や当社の強み等を見極めた

うえで、成長基盤の構築・強化に着実に取り組んでいくことが重要であると認識している。 

そのためには、長期視点での株主等とのパートナーシップが不可欠であり、以下の方針

により、株主等との建設的な対話を合理的な範囲で推進する。 

 

(1) 推進体制 

① IR 担当役員を責任者として、株主等との建設的な対話を促進する。 

② IR 担当部門を設置し、株主等との建設的な対話の促進を補佐する。 

③ IR 担当部門と財務、経理、法務担当部門等の関連部門とは、日常的な情報交換等に 

より、株主等との建設的な対話の促進に向け、有機的な連携体制を構築する。 

 

(2) 株主等との対話 

① 株主等との対話は、合理的な範囲で、代表取締役社長、IR 担当役員または IR 担当 

部門もしくは法務担当部門が行うことを基本とする。 

② 株主等との個別面談以外に、次のような取組みを実施する。 

(i) 中(長)期経営計画及び事業戦略や事業内容等に関する説明会等の開催 

(ii) 証券会社等主催の IR カンファレンス等への参加 

(iii) ホームページ、株主総会招集通知及び株主通信等を通じた情報提供の充実 

③ 株主等との対話の実効性を確保するため、実質株主の把握に努める。 

 

(3) 株主等の意見の社内へのフィードバックの仕組み 

① IR 担当役員及び IR 担当部門は、決算説明会及び決算発表後の機関投資家の評価・ 

コメントを、経営会議体において報告する。 

② IR 担当役員及び IR 担当部門は、上記①以外にも株主等との対話から得た意見及び 

懸念について、必要に応じて経営会議体において報告する。 

 

(4) インサイダー情報の管理 

株主等との対話においては、社内規程（「内部情報管理規程」）に従い、インサイダー 

情報を適切に管理し、公平な情報開示を徹底する。 

 

以上 

【別紙】




